
利
盆
保
瞼
に
於
け
る
比
例
條
項
の
作
用

小

林

北

一

郎

一
、
比
例
條
項
の
慧
義

保
瞼
金
額

の
、
保
険
債
額

に
劃
す

る
比
率

に
於

て
、
實
損
失
を
填

補
す

る
て
ふ
原
則
が
、
利
盆
保
瞼

に
於

て
如
何

に
作
用
し

て
ゐ
る
か
を
明
か

に
す

る
の
が

、
本
論

の
主
題
で
あ

る
。

由
來
火
災

保
険
契
約

に
於

け
る
填

補
主
義

に
は
、

二
個

の
種

別
が
あ
る
。

一
は
實
損

失
墳
補
主

義
と
稽
す

る
も

の

で
あ
う
、
他

は
比
例
填
補
主
義
と
云

は
れ

て
ゐ
る
庭

の
も

の
で
あ
る
。
爾
者

の
間
に
は
、
如
何

な

る
本
質
的
相
違
が

存
す

る
の
か
と

云

へ
ば
、
私

の
考

ふ
る
虜

に
よ
れ
ば
、
右

二
様

の
填
補
方
法

の
根

本
的
な
差

別
黙

は
、

一
部

保
瞼

の

場
合
を
前
提

し
、
且

つ
分
損

の
と
き

に

の
み
存
す
る
竜
の
で
あ

る
。
即
ち
前
者

の
方
法

に
よ
れ
ば

、
損

失
が

保
瞼
金

額

に
達
す

る
迄
は
、
総

て
實
損

失
金
額
を
填
補

し
、
後

者

に
於

て
は
、
保
瞼

金
額

の
保
瞼
債

額

に
劃
す

る
割
合

に
於

て
、
實
損
失
額

の

一
部
を
墳
補
す

る
に
止
る

の
で
あ

る
。
本
邦
商

法
は
、
比
例
墳
補
主
義
を
採
用

し
π
竜

の
で
あ

っ

利
盆
保
瞼
に
於
け
ろ
比
例
條
項
の
作
用

一
一
一
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一
=
一

て
、
そ

の
第
三

百
九
十

一
條

は
、
次
の
如
く
規
定

し

て
ゐ
る
。

『
保
瞼
慣
額

ノ

一
部

を
保
瞼

二
付

シ
タ

ル
場
合

二
於

テ

ハ
、
保
瞼
者

ノ
負
憺

ハ
保
瞼
金
額

ノ
保
瞼
償

額

二
劃

ス
ル
割
合

二
依

リ
テ
之

ヲ
定

ム
』
と
。

果

し

て
然
ら
ば
、
何
れ

の
填
補
方
法
が
理
論
上
正
し

い
も

の
で
あ

る
か
。
之

に
劃

し
て
は
、
私

は
、
夫
は
徴
牧
さ

れ
る
保
瞼
料

の
算
定
方

法

の
如
何

を
考

慮
し
て

の
上
で
な
け
れ
ば

、
何
れ
が
正
し

い
と
も
決
定
す
る

こ
と
が
出
來

な

い
竜

の
と
考

ふ

る
の
で
あ

る
。
然

し
此
問
題
を
読
く

の
が
今

の
私

の
目
的
で

は
な

い
。
私

は
直
ち
に
本
論
に
進
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

二
、
利
盆
保
険
の
封
象

利
盆
保
険
搭
保
の
劃
象
は
、
之
を
次

の
三
個
に
匠
別
す
る

こ
と
が
出
來
や
う
。

総

利ー

以
下
順
次
説
明
を
加

へ
て
ゆ
く
で
あ
ら
う

(
各
項
目
の
意
義
に
就

い
て
は
、

拙
編
著
、
火
災

保
瞼
、
第
+
五
章
、

並
に
、
國
民
縄
濟
雑
誌
第
七
憲
第

一
號
掲
載

の
拙
稿
参
照
)
。



　

　

一『

利
盆
喪
失
に
封
す
ゐ
填
補
に
於
け
ゐ
比
例
條
項
の
作
用

年

々
の
事
業
成
績
は
、
均

一
な
る
も
の
と
假
定
し
て
、
問
題
を
正
當

に
簡
略
な
ら
し
め
る
。
今
若
し

一
螢
業
が
、

一
九
二
入
年
三
月

一
日
に
罹
災
し
、
此
揚
合
墳
補
期
間
は
六

ヶ
月
。
右
六

ケ
月
中

の
實
際
の
費
上
高
は
次
の
如
く
で

あ

る
と
す
る
。

圓

圓

圓

圓

圓

圓

圓

。

㈹

㎜

㎝

㎜

㎜

伽

&
.

動

軌

翫

～

4

1

1

ー

ド
⊃

月

月

月

月

月

月

3

4
・

く
」

6

7

8

然

る
に
前
年
度
、
即
ち

一
九

二
七
年
度

に
於
け

る
三
月
よ
ウ
入
月
に
至
る
六

ヶ
月
間

の
費

上
高

は
、
次

の
如

く
で

あ

つ
禿
と
假
定
す

る
。

圓

圓

圓

圓

圓

圓

圓

3月 8.00Q

㎝

㎜

蜘

働

働

㎜

秘

欺

既

除

血

鉱

月

月

月

月

月

4

ゾ5

6

ゲ
`

8

利
盆

保
瞼

に
於

け
ろ
比
例

條
項
の
作
用

一

=
二
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一
】
四

α
㌻
o
o
o
回

i
盒

b
o
o
國

1ー

一
ω
・o
σ
o
国

右

差

額

一
萬

参

千

圓

は

何

を

意

味

す

る

も

の
か

と

云

へ
ば

、
火

災

の

結

果

π

る

、
費

上

不

足

額

に
當

る

の
で

あ

る

。

む

　

而
し
て
、
今

一
九

二
七

年
度
に
於
け

る
利
盆

(
純
利
盆
と
経
常
費
と
の
合
計
)
の
同
年
度
間
の
総
責
上
高
に
劃
す

る
割
合
は
三
割
、
保
瞼
金
額
が
火
災
直
前
+
ニ
ケ
月
間
の
総
責
上
高
に
樹
す
る
割
合
は
、
二
割
な
b
と
假
定
す
る
。

利
盆
保
瞼
に
於
て
は
、
前
者
を
基
準
率

、
後
者
を
確
定
率

(
叉
は
填
補
率

)
と
云
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
靱
て
然

　

　

ら
ば
、
右
三
割

(
基
準
率

)
と
云

へ
、

二
割

(
確
定
牽

)
と
云

ふ
は
何
の

乙
と
で
あ

る
か
。
利
盆
が
利
盆
保
瞼

の
劉

象

で
あ

る
こ
と

は
既

に

一
言
し

て
置

い
尤
。
そ

の
利
盆
が
頁

上
高
に
劃
す

る
割

合
、
即
ち
基
準
奉

(
此
揚
合
三
割
)

は
、
當

該
管
業

が
、
火
災

の
爲

め
に
失

ふ
べ
き

利
盆

の
、
最

高
限
度
率

で
あ

る
。
即
ち
物
的
火
災

保
瞼

に
於

け
る
、

保
瞼
慣
額

に
該
當
す
べ
き
も

の
で

あ
る
。
自
然

、
保
瞼
金
額

の
最
高
限
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

次
に
保
瞼

金
額

の
費

上
高
に
封
す
る
比
牽

、
即
ち
確
定
率

(
此
揚
合

二
割
)
は
、
現
實

に
保
瞼

に
附

さ
れ
カ
る
割
合
で
あ

る
。

從

つ
て
吾

人
は

、
基
準
率
と

の
比
較

に
依

つ
て
、
當
該
利
盆
保
瞼
契
約

が
、
超
過
保
瞼

か
、

一
部

保
瞼

か
、
若

く
は

金
額

保
瞼

か
を
決
定
す

る
こ
と
が
出
來

る
課
で
あ

る
。

私

が
使
用

し

つ
、
あ

る
假
設
例

に
於

て
は
、
火
災

に
起

因
す

る
質

上
不
足
額

は
、
一
萬

三
千
圓
で
あ

つ
た
。
被

保
瞼

む

　

者
は
此
場
合
何
程
の
利
盆
を
喪
失
し
カ
の
で
あ

る
か
と
云

へ
ば
、

一
萬
三
千
圓
に
某
準
率

の
三
割
を
乗
じ
尤
三
千
九



百
圓

に
外
な
ら
獄

い
。
故

に
全
額

保
瞼

契
約

、
即
ち

、
確
定
率

が
三
割

の
揚
合

に
は

、
右

三
千

九
百
圓
金
額

の
填
補

を
請

求
し
て

い
＼
の
で
あ

る
。
然

る
に
假
定

に
よ
れ
ば
、
確
定
率

は

二
割

で
あ

つ
た
。
故

に
實
際

は

一
萬

三
千
圓
の

二
割

、
即
ち

二
千
六
百
圓

の
請
求
を
な
し
得

る
に
止
る

の
で
あ

る
。
差
額

一
千

三
百
圓
は
、
比
例
條
項
適
用

の
結
果

生

じ
π
、
境

補
減
少
額

に
外
な
ら
な

い
。
即
ち
右

一
千

三
百
圓
は
被

保
瞼
者

の
負
擢

に
蹄

し
π
の
で
あ

る
。
利
盆
保

瞼
置
雰

は

、
右
關
係

を
次

の
や
う

に
規
定

し
て
ゐ
る
。

墳

補
期

間
中

二
於

テ
上
記

ノ
理
由

二
依

り
螢
業

ノ
全
部
若

ク

ハ

一
部

ヲ
中

止

セ
ル

ニ
因

ル
利
盆

ノ
喪
失

ヲ
境

補

ス

ル

毛

ノ

ト

ス

。

但

シ
右
填
補
期
問
中

ノ
責
上
高

ニ
シ
プ
火
災

ヲ
唯

一
ノ
原

因
ト
シ
テ
火
災

直
前

十

ニ
ケ
月
間

ノ
慮
當
期
間
中

二
於

ケ

ル
費

上
高

二
達

セ
ザ

ル
揚
合
右
不
足
額

二
劃

シ
確
定
率

ヲ
乗

ジ
タ

ル
積

ヲ
超
過

ス
ル

コ
ト
ヲ
得
ザ

ル

モ
ノ
ト
ス
。

即
ち
確
定
牽

が
、
保
瞼
者

の
最
高
填
補
奉
な

る

こ
と
を
明
定

せ
る
も

の
故

、
右
確
定
率

に
し

て
基
準
率

よ
り
小
な

る

揚

合
は
、
そ

の
差
額

は
常

に
被

保
瞼
者

の
負
憺
と
な
う

て
、
比
例
填
補

の
原
則
が
適

用

さ
る
㌧
結
果
と
な
る
の
で
あ

る

。

四
、
経
常
費
支
携
額
減
少
の
場
合

利
盆
保
瞼

に
於
け
る
比
例
條
項
の
作
用

一

一
五

、
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】

一
山
ハ

経
常
費

は
、
利
盆

の
構
成
要
素
と
し

て
、
比
例
填
補

の
原
則
に
支
配

さ
る
＼
こ
と

は
、
既

に
述

べ
穴
。

こ
＼
で
は

更

に
、
経
常
費

の
み

に
就

い
て
存
す

る
制
限
填
補

に

つ
き

て
、
考
察

せ
ん
と

す
る
の
で
あ

る
。
即
ち
利
盆
保
瞼
謹
雰

中

の
左

の
規
定

の
説
明
で
あ
る
。

被

保
険
者

二
於

テ
特
定
経
常
費

ノ
支
彿

ヲ
減
少

セ
シ
メ
若

ク

ハ
全

々
支
携

ハ
ザ

ル

ニ
至

リ

シ
揚
合

ハ
損

失
額

モ
從

ツ
テ
減
少

ス
ベ
キ

モ
ノ
ト
ス
。

必
要

の
限
度

に
於

て
、
前
例

を
そ

の
ま

＼
使
用
す

る
。

今

假

に
、
填
補
期
間

た
る
三
月
よ
う
入
月
ま
で

の
経
常
費

支
彿
額
が

、
五
百
圓
丈
け
減
少
し
π
と

せ
ば

、

一
ゲ
年

に
就
き

、
千
圓

の
割
合
を
以

て
節
約

さ
れ
た

乙
と
に
な

る
。
即
ち

一
ケ
年
間

の
経
常
費

が
入
千
圓
な
う
と

せ
ば
、

一

九

二
入
年
度

は
七
千
圓
に
減
少
す
る
繹
で
あ

る
。
斯

の
如
き

場
合
、
保
瞼
者

は
幾
何
丈
け
、
填
補
額

を
減
少

せ
ば
正

當

で
あ

る
か
。
之
が
第

一
の
問
題
で
あ

る
。

前

例

に
依

れ
ば
、
一
九

二
入
年
三
月

よ
う
入
月
に
至
る
六

ヶ
月
間

の
費

上
高

は
、
五
萬

四
千
圓
で
あ

つ
て
、

一
九

二

七
年
度

の
慮
當
期
間
中

の
責
上
高
六
萬

七
千
圓
と
比
較

し
、

一
萬

三
千
圓

の
減
少
で
あ

る
。
叉
同

一
期

間
中

の
経
常

α

費

は

、

一
九

二

七

年

度

の

四

千

圓

(
。。
b
o
Q
團

×
副

"
祭
o
o
o
回

)

に

比

し

、

五

百

圓

不

足

の

三

千

五

百

圓

(
M
b
o
O
國

α

×

副

11

い
・い
o
o
o
國

)

で

あ

る

。



凡
そ
純
利
盆
及
経
常
費

は
、
慣
格
構
成

の
要
素
で
あ

る
。
從

つ
て
與

へ
ら
れ
カ

る
責

上
高

に
は
、
是
等

の
要
素
が

一
様

に
打
ち
込
ま

れ
て
ゐ
る
も

の
と

み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ

こ
で
今

一
九

二
入
年
度

に
於

け
る
経
常
費

三
千

五

百
圓
を
、
責

上
高
を
基
礎

と
し

て
、
保
瞼
者
並

に
被

保
険
者

の
夫

々
の
負
憺

に
割
宛

て
る
と
、
次

の
如
き
計

算
と
な

ら
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
(
概

算
)
。

ω
・い
。
・
團

×
罪

N
・。
8

團

鵡

轟

誉

譲

盤

い
・い。
。
璽

×
平

α
・。
。
回

・…
桑

誕

懸

謙
盤

今

假

に
、
経
常
費

が
前
年
度

に
比
し

、
何
等

の
減
少
を
示
さ
な
か

つ
カ
も

の
と
せ
ぱ
、
保
瞼
者
及
被
保
瞼

者

の
責

任

額
は
、
各
項

の
如
く

に
な

る
。

亭
・
。
。
團

寵

払

§

団

…

鳶
殖
弼
蝋
藻

甫
盤

タ
。
Q
。
國

×
鉱

口

団
・。
。
画

・…

轟

諌
鼠

憲

故

に
保
険
者

は
、
(
楡
。。Q
画
1
α
。。
Q
國

H
δ
○
回
)
百
圓
丈
け
自

己
の
責
任

額
を
減

少
す
れ
ば
よ

い
の
で
あ

る

(註
)。

庭
が
百
圓
丈
け

、
保
瞼
者

の
責
任
額
を
減
少
す
れ
ば
足
る
と

の
結

論
は
、
讃
者

の
既

に
畳
ら

れ
穴
よ
う
に
、
全
額
保

瞼

の
場
合
を
前

提
と
し
て

の
乙
と
で
あ

る
。
然

る
に
、
私

の
使
用

し

つ

、
あ

る
假
設
例
に
よ
れ
ば
、
墓
準
率

三
割

に

蜀

し
、
確
定
率

は

二
割
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ

る
か
ら
、
更

に
比
例
填
補

の
原
則
を
適
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

利
盆
保
瞼

に
於
け
ろ
比
例
條
項
の
作
用

一
一
七
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δ
。
回

×
国

よ

最

ω

即
ち
此
場
合
保
瞼
者
の
責
任
額
は
六
十
六
圓
強
丈
け
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(
註
)

よ
り

簡
輩
な

ろ
覚
式
に

、
次

の
三
個
の
要

素
な
結
合
し

て
作
成
す

ろ
。

一
、

一
ケ
年
間

の
減
少
額

(
A

)

二
、
墳

補
期
間

の

保
陰
契
約
期
間

に
醤
す

る
比

(
B

)

三
、
墳

補
期
間

申
の
費

上
不
足
高
が
前
年
度

慮
當
期
間
申
の
萱

上
高

に
野
す

る
比

(
C
)

b
×
国
×
0
11
》
田
≦
o
「・

一

一
八

畠

五
、
臨
時
費
の
愼
補
に
於
け
ゐ
比
例
條
項
の
適
用
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h

≦
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ω
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お

山

ξ
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諄
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コ
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二
g
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二

耳

・
『
す
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昌
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邑

。
『
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ヨ

巴
簿

巴

口
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σq

昏

の

℃
2

a

。
=

昌
α
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9

言
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轟

=
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夢
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邑
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暮
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昌
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=
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巴
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ゴ
・

器

ぼ

嘆
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津
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弩
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。
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羅
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昌
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♂
ニ

ゴ
巴

艶

津

碧

。
讐

く
窪

.
℃
「
。
8
①
α
冒
σq

旨

写

ρ

梓ゲ
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》
量
・
巷

け

℃
選

受

⑰

・。
ず
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=

ぴ
・

℃
δ

℃
§

喜

§

ぐ

誘
曾

6
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鳥
・

}

匹

、
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O

以

上

が

、

今

日

の

利

盆

保

瞼

謹

雰

中

に
挿

入

さ

れ

て

ゐ

る

、

臨

時

費

に

關

す

る

規

定

で

あ

る

。

直

接

本

論

に

關

係

す

る

は

、

冥

○
<
ご
。
ユ

}
霧

以

下

で

あ

る

が

、

斯

の

如

き

内

容

の
規

定

が

使

用

さ

る

＼

に

至

る

ま

で

に

は

、

歎

個

の

段

階

を

経

過

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

つ
π

。

今

そ

れ

を

一
鷹

ふ

う

返

つ

て

み

や

う

と

す

る

の

は

、

そ

う

す

る

こ

と

に

依

つ

て

、

臨

時

費

の
填

補

に
於

け

る

、

比

例

條

項

の
適

用

が

極

め

て
明

瞭

に

な

る

か

ら

で

あ

る

。

最

初

一
九

】

一
年

頃

、

英

國

ピ

ク

ト

リ

ャ
地

方

に
於

て
使

用

さ

れ

π

利

盆

保

瞼

謹

雰

は

、
臨

時
費

に
就

い

て

、
如

何

に
規

定

し

て

ゐ

た

か

と

云

ふ

に

、

総

て

必
要

な

う

し

臨

時

費

は

、

保

瞼

者

に

於

て
補

償

す

べ

き

乙
と

。

但

し

填

補

金

並

に

臨

時

費

に
野

す

る

填

補

額

の
合

計

が

、

填

補

期

間

中

何

等

の
責

上

高

な

き

場

合

支

彿

は

る

べ
き

額

を

、

超

過

す

る

乙
と

を

得

な

い
竜

の

と

定

め

て

ゐ

π

に

過

ぎ

ず

、

比

例

條

項

の
適

用

の
如

き

に

就

い

て

は

、

何

等

の
考

慮

を

も

彿

つ

て

ゐ

な

か

つ
た

の
で

あ

る

。

然

る

に

、

一
九

=

一
年

に

至

つ

て

、

次

の
如

き

約

款

が

使

用

さ

る

＼

こ
と

に

な

つ

π

。

…

…

へ.℃
δ

三
血
o
a

穿
暮

罵

夢
o

ω
ニ
ヨ

ぴ
o
器
σ
図

貯
の
霞
o
α

ω
ず
巴
一
び
o
一〇
ω
。。
夢
9
ロ
昏

0
9
ヨ
o
琶

叶
o
P

ぴ
o

客
o
け
団
δ

津

鋤
民

ω
も
①
6
ヨ
a

ω
9
巳

剛=
αq
o
冨

「
げq
。
ω
♂
=

冨

≦
8

冨

o
P

冨

一霧
什
訪
轟

嘗

6
一巴

罵

貧

…
些
o
一二

冨

〉
日
o
巷

叶
℃
曙

菩

δ

ω
富

=

ぴ
o
℃
δ
℃
〇
三

〇
琴

=
琉

お
血
琴

a

・".

之

を

、

一
九

一

一
年

の
規

定

と

比

較

し

て
み

る

と

、
そ

乙

に

は

、

重

要

な

る
…漫

化

の

、

行

は

れ

て

ゐ

る

こ
と

を

認

む

利
盆
保
瞼

に
於
け
ろ
比
例
條
項
の
作
用

一
」
九



商

學

討

究

第
四
巻

(
上
)

一
二
〇

る

の
で

あ

る

。

即
ち

一
九

一

一
年

の
も

の

は

、

軍

純

に
臨

時

費

を
櫓

保

す

る

と

の
定

め

で

あ

つ
た

に

劃

し

、

一
九

一

　

　

ご

年

の

約

款

に

於

て

は

、

保

瞼

金

額

に

し

て

、
最

近

の

一
會

計

年

度

に

於

け

る

、

純

利

益

及

特

定

経

常

費

の
合

計

額

に
達

せ

ざ

る

場

合

は

、

そ

れ

に

比

例

し

て

墳

補

額

竜

減

少

せ

し

む

べ
き

旨

を

、

明

定

す

る

に

至

つ
た

の

で

あ

る

。

臨

時

費

の
填

補

に

も
比

例

填

補

主

義

を
適

用

す

る

こ
と

に

改

め

π

の

で

あ

る

。
曹
庭

が

一
九

一
六
年

に

至

う

更

に

次

の

如

く

約

款

の
訂

正

が

行

は

れ

虎

。

…

:

へ.罵

昏
。
。。
=
ヨ

冨

器
ぞ

冒
。。
∈
o
α
ω
冨

=

げ
o
一〇
匂・。。
9
睾

窪
o
。。
=
ヨ

o
h
二
お

客
o
け
中

o
捧

9
旨
α
〉
一一
ω
5
邑

一コ
槻

6
冨

お
2

0
P

冨

げ
器
一器

鴇
b
昏
2

爵
o

騨
ヨ
2

9

鵠

巻

三
〇

ω
匿

一一
げ
①

℃
「
o
℃
o
「
口
○
轟

=
鴇

「巴

琴

巴

㌔
.

　

　

重

要

な

る

修

正
と

は

何

か

と

云

へ
ば

、

一
九

=

一年

の
約

款

に

ω
℃
Φ
良
融

飢

ω
5
民

ぎ
σq

∩
冨

茜
・
ω
(
特

定

経

常

費

)

　

む

む

と
あ

つ
た

の
を

≧

一
〇。
琶
己
冒
σq
Ω
'彗
σq
。。。
(
総

て
の
経
常
費

)
と

改
め
π

一
黙
で
あ

る
。
然
ら
ば
右
雨

者
に
は
如
何

な

る
實
質
的
相
違
が
あ

る
の
か
。
私

は
次
に
そ
れ
を
明
か
に
す
る
で
あ
ら
う
。
そ

の
爲

め
に
、
更

に
新

π
な
る
假
設

例
を
使
用
す

る
。

今

一
事
業

の
純
利
盆
及
経
常
費

は
、
次

の
如
き
金

額
と
項
目
と
よ
う
な
る
と
す

る
。

一
、
純

利

盆

五

萬

圓

二
、
経

常

費

一

萬

圓



経
ニ ノ・ ロ ィ 常
''"費

合 重 利 給 地 内
役 課

賞

計 與 子 料 代

一

千

圓

四

千

圓

二

千

圓

三

千

圓

一

萬

圓

此
揚
合
、
罹
災
後

の
臨
時
費

を
千
圓
と

し
、
叉
被

保
瞼
者
は
、
利
盆
保
瞼
金
額

を
五
萬

三
千
圓
と
し
、
経
常
費
中
重

役
賞
與

の
三
千
圓
丈
け
を
・
謹
雰

に
脚
贈

(ω
℃
・
6
凶苛
)
し

た
と
せ
ば

・

一
九

=

憎年

の
規
定

の
下

に
於

け
る
保
瞼
者

の
責
任
額

は
、
次

の
如
く
千
圓
全
額

で
あ

る

"
ω
・o
o
o

"

一
b

o
o
画

一
・o
Q
o
画

×

い
O
・O
O
O
十

ω
・o
O
O

之
は
比
例
填
補
の
原
則
を
徹
底
せ
し
め
π
修
正
と
云

へ
る
で
あ
ろ
う
か
。
此
場
合
被
保
瞼
者
は
、
全
額
保
瞼
を
附
し

禿
の
で
は
な

い
。

　

　

何
故
か
と
云

へ
ば
、
前
例
に
よ
れ
ば
、
被
保
瞼
者
が
喪
失
す

る
こ
と
あ
る
べ
き
利
盆
の
最
高
限
は
、
純
利
盆
五
萬
圓

に
経
常
費

の
総
額

一
萬
圓
を
加

ヘ
カ
六
萬
圓
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
然
最
高
保
瞼
金
額
即
ち
保
瞼
慣
額
は
、
六
萬

利
盆
保
瞼

に
於
け
る
比
例
條
項
の
作
用

一
一=



商
學

討
究

第
四
谷

(上
)

一
二
二

圓
で
あ

る
か
ら
で
あ

る
。

そ

こ
で

一
九

一
六
年

、
特
定
経
常
費

云

々
を
改

め
て
、
総

て
の
経
常
費

云

々
と

し
虎

の
で
あ
る
。
右

の
場
合

、
比
例

墳
補

の
原

則
に
よ
る
保
瞼
者

の
責
任
額

は
、
次

の
計
算

に
よ

つ
て
、
入
百
入
+
三
圓

飴
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
の
で

あ

る
。§

Q
画

x
蹄

ー

・…

ω
國

罪

以
上
を
以

て
、
利
盆

保
瞼

に
於

け
る
、
比
例
填
補

の
原
則
の
、
作
用

の
大
膿

を
明

か
に
し
得
力
と
思

ふ
。
然

し
、

利
盆
保
瞼

に
關
す

る
研
究

の
、
未
だ

一
般
的
に
な

つ
て
ゐ
な

い
我
國

に
於

て
は
、
本
稿

は
甚
だ

し
き

、
説
明
不
足

の

欠

を
有
す

る
も

の
で
あ

る
か
も
知
れ
な

い
。
此
黙
は
、
や
が

て
公
に
し
カ

い
と
考

へ
て
ゐ
る
、
利
盆
保
瞼
制
度
論

に

於

て
、
補

へ
度
き
希
望
で
あ

る
。

】
九
二
九
-
一二
ー
二
山ハ
o

●




